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7《ガ(了 多のか
要対策土の活用に至る経緯

【長野県内での建設発生土の状況(令和6年 3月 時点)】

平成28年度～令和5年度までの建設発生土量 約200万m3(ほぐし)

【長野県内での要対策土の状況(令和6年 9月 時点)】

要対策土の活用に至る経緯 関連意見 :4・ 10・ 13・ 35

【計画段階においての検討について)】

・要対策土の活用については、土被り(トンネル天端から地表面までの距離)の大き
さが数百～千m級という地表から非常に地中深くを掘削するという点から、事前の
厳密な要対策土の発生量予測が困難であり、工事の進捗に合わせて活用方を検
討せざるを得ないものと考えております。
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大鹿村 南アルプストンネル (長野工区) 約 1.7万 m3

豊丘村 伊那山地トンネル (坂島工区) 約 0.3万 m3

飯田市 中央アルプストンネル (松川工区)
約 0.3万 m3

(法令等に基づき適切に処理済み )
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約 2.3万 m3
(建設発生土量の約1%相当)

阿智 S

関連意見 :4・ 10・ 13・ 35

地 区 1施工箇所 土量く|1締固め)
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要対策土の活用に至る経緯 関連意見 :4・ 10・ 13・ 35

【要対策上の活用について】
・かねてより、当社事業用地内(中 央新幹線事業)での活用を検討してきました。
加えて、長野県をはじめ各自治体へもご相談の上、公共事業等での活用について
検討を重ねてきましたが、未だ活用先は見いだせていない状況です。

・現時点では大鹿村内でその他の活用計画はなく、各自治体へもご相談の上、
南信州地域全体で活用先を検討中です。

・土曽川橋りょうケーソン基礎内の中詰めについても、当初は現地掘削発生土を活
用する計画でしたが、約0.5万 m3の活用余地を考慮し、要対策土の活用可能性を
検討してきました。

要対策土の活用に至る経緯 関連意見 :12・ 14

要対策上の判定に関しては、「土壌汚染対策法」にて定められた基準値を活用しています。
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大鹿村内仮置き場 約 0.5万 m3

大鹿村
南アルプストンネル

(長野工区)坑内
約 1.2万m3

小渋川変電所造成工事
(当社事業)にて

約1万 m3活用予定

豊丘村 豊丘村内仮置き場 約 0.3万 m3
将来的に発生するもの含め

村内で活用予定

カドミウム ≦0.003 ≦0.09

六価クロム ≦0.05 ≦1.5

水銀 ≦0.0005 ≦0.005

セレン ≦0.01 ≦0.3

鉛 ≦0.01 ≦0.3

ヒ素 ≦0.01 ≦0.3

ふっ素 ≦0.8 ≦24

・ 基準値は汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲料
することによる健康リスクに関し、一生涯を通じた毒性を考慮して設定された値
です。具体的には、F悴鸞慾◎kgO武 力ヽ趾年鯰、ぐ埒地下瀧警増爾盆鰹慧鸞鶴織
:すで鶴鐘轟まこ輔ず鼈鞭警なあり藤ヾなしヽ濃貪」として設定されています。

・ 今回活用する要対策土は、ヒ素の濃度が基準値の最大3倍程度です。

ほう素 ≦ 1 ≦30

(※ )地下水等摂取によるリスクに係る措置の選択・決定材料になる基準で、超過すると、より厳しい対策が必要となります。 豊⑬
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要対策土の活用に至る経緯 関連意見 :4・ 9・ 10・ 12～ 15・ 35

遷彙奎 :燦 ヽ根
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上 面
厚さ10cm以上のコンクリート
又は厚さ3cm以上のアスフアルト

厚さ300cm以上のコンクリート

側 面
星主I菫整以上
かつ透水係数がl X10-8m/秒以下
の地中連続壁

塵:ξlllQ立笙醸≧血.

かつ透水係数はl x10-3m/秒 以下
のコンクリート

下 面
星杢豆毀鐵麒上
かつ透水係数が⊇墾 Q■塾∠整墜工
の地量

震曇豊奎無鸞
かつ透水係数は』X饗 麟/難饉五
の璽≧堡 ―卜
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土壌汚染対策法に基づく原位置封じ込め措置と本ケーソン基礎の構造等を比較し、
学識者からも意見を伺うことで、理螢曇世≧畳 垂土盆建堡玉壼0との結論に至りました。
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要対策土の活用に至る経緯 関連意見 :4・ 9・ 10・ 12～ 15・ 35
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複数回説明

座光寺・北条地区役員に複数回説明

1鰍朦231輝:ま |121屋::奎:馨 |

※長野県に説明
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座光寺共和地区
‐
眩鬱辮熙:雙::参ヽヽ:灘::物:攣:

座光寺共和地区

金額陽豪:筆:轟|:蒻蕩::

北条地区・丹保地区

北条地区、座光寺地区

北条地区、座光寺地区、上郷地区

催:澄124堪ヨ1疑彗:肇華||

・2024年 1月 以降、地元説明会を通じて本計画に関するご説明を重ねてきました。
日本計画については、新聞等の各種メディアを通じて広く報道されています。
・説明会の場のみならず、地域の皆様からのご意見を広く伺うため、工事事務所を
開所しております。                           1麟
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活用計画を飯田市に説明

地元役員

懇談会の実施
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2.要対策土の活用に係る取組み
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要対策土の活用に係る取組み

18

関連意見 :9・ 15
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【土曽川橋りょうの構造諸元】

土曽川橋りょう(Pl)平面図 土曽川橋りよう(Pl)断面イメージ図 (A―A断面)

・ ケーソン基礎の各部材は、厚さ150cm以上かつ透水係数がl x10-8m/秒以下のコ
ンクリートで構成されており、環境安全性が十分確保できると考えています。また、
その旨は、学識者による検討会※において確認いただいています。

・ 検討会では、上記に加え、将来の万が―に備えた防水措置も施してはどうかとの
助言を受けたため、樹脂吹付による追加対策を講じる計画としています。

※中央新幹線長野県内建設発生土活用技術検討会 (委員長 :嘉門雅史 京都大学名誉教授 ) 14
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※P2、 P3も側壁のコンクリート厚さは同じです。

一一ｍ
一

●

）

■
）

船お
４

一一０
，

■
■

＝
ｎ
¨

●

Ｖ
五

一

制ｍ
攣０

一

一生


